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出願書類「卒業証明書」「成績証明書」の提出について

証明書の原本が提出できる

証明書が日本語か英語で
作成されている。

【やること】
1. 証明書の原本をコピーする。
2. 原本から間違いなく複製さ
れたものであることを、母国
の出身学校、大使館、総領事
館等の公的機関で証明して
もらう。（certified true copy
を作成してもらう）

【やること】
1. 日本語または英語の翻訳を
作成する。

2. 間違いなく原本から翻訳され
たものであることを大使館、
総領事館等の公的機関に証
明してもらう。

【やること】
1. 証明書の原本をコピーする。
2. 原本から間違いなく複製さ
れたものであることを、母国
の出身学校、大使館、総領事
館等の公的機関で証明して
もらう。（certified true copy
を作成してもらう）

【提出するもの】
 ・ 日本語または英語の
証明書のcertified 
true copy

【提出するもの】
 ・ 出身学校の証明書の
certified true 
copy

 ・ 日本語または英語で
翻訳した証明書

 ・ 公的機関等が発行し
た翻訳証明

【提出するもの】
 ・ 証明書の原本
 ・ 日本語または英語で
翻訳した証明書

 ・ 公的機関が発行した
翻訳証明

【やること】
1. 日本語または英語の翻訳を
作成する。

2. 間違いなく原本から翻訳さ
れたものであることを大使
館、総領事館等の公的機関
に証明してもらう。

【提出するもの】
 ・ 日本語または英語の
証明書の原本

証明書が日本語か英語で
作成されている。
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【公的機関の証明について】
・ 複製または翻訳されたものを提出する場合は、日本国内にある各国大使館または領事館で証明を受
けたものを提出してください。
・ 中華人民共和国の教育機関を卒業・修了した方
　　 教育部学歴認証センターまたは各地方の公証処（各地方の司法局に認定された機関）において公

認手続をしてください。
　　なお、教育部学歴認証センターは、郵便による海外からの認証手続の申請も受け付けています。
・ 書類の作成には時間がかかることがあります。余裕をもって準備してください。
　なお、書類不足の場合入学を許可することはできません。


